
 

大田市告示第１８２号 

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱を次のように定める。 

 

令和４年１２月２６日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事

業の推進に関する法律（令和元年法律第６４号。以下「法」という。）

第３条第３項の規定により島根県知事の認定を受けた特定地域づくり事

業協同組合（以下「協同組合」という。）に対し、就労その他の社会的

活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確

保及びその活躍の推進を図るため、予算の範囲内で大田市特定地域づく

り事業推進交付金（以下「交付金」という。）を交付するものとし、そ

の交付については、大田市補助金等交付規則（平成１７年大田市規則第

４５号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（交付対象者） 

第２条 交付金の交付対象者は、大田市内に住所を有する協同組合とする。 

（交付対象事業） 

第３条 交付金の交付対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）

は、協同組合の創立に係る事業及び法第２条第４項に規定する特定地域

づくり事業とする。 

（交付対象経費及び交付金の額） 

第４条 前条に掲げる交付対象事業に係る交付対象経費及び交付金の額は、

別表に掲げるものとする。 

（交付申請） 

第５条 交付金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

大田市特定地域づくり事業推進交付金交付申請書（様式第１号）に、次

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

事業区分 添付書類 



 

協同組合の創立に

係る事業 

(１) 支出予定額内訳書（支出済額内訳書） 

(２) 協同組合認定証（写し） 

(３) その他市長が必要と認める書類 

特定地域づくり事

業 

(１) 交付金所要額調書（交付金事業実績調書） 

(２) 支出予定額内訳書（支出済額内訳書） 

(３) 協同組合認定証（写し） 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書を提出するに当たり、当該交付金における消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額（交付対象経費に含まれる消費税及び地方

消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定に

より仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率

を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額

」という。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時

において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限

りでない。 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、申請に係

る書類等の内容を審査し、交付金を交付すべきと認めたときは、大田市

特定地域づくり事業推進交付金交付決定通知書（様式第２号）により、

速やかに申請者に通知するものとする。 

（交付決定内容の変更等） 

第７条 交付金の交付の決定を受けた者（以下「交付事業者」という。）

は、次の各号のいずれかに該当する交付対象事業の内容の変更をしよう

とする場合は、大田市特定地域づくり事業推進交付金変更交付申請書（

様式第３号）をあらかじめ市長に提出しなければならない。 

(１) 交付対象事業に係る経費の２割以上の変更 

(２) 事業の中止又は廃止 

(３) その他事業の変更により、特別な事由が生じたことによる大幅な

変更 

２ 市長は、前項の規定による変更の交付申請があったときは、申請に係

る書類等の内容を審査し、適正であると認めたときは、大田市特定地域

づくり事業推進交付金変更交付決定通知書（様式第４号）により、速や



 

かに交付事業者に通知するものとする。 

（遅延報告） 

第８条 交付事業者は、交付対象事業が予定の期間内に完了できないと見

込まれる場合又は交付対象事業等の遂行が困難となった場合においては、

速やかに大田市特定地域づくり事業推進交付金交付事業遅延報告書（様

式第５号）を市長に提出し、その指示を受けなければならない。 

（遂行状況の報告等） 

第９条 市長は、必要があると認めるときは、交付事業者に対して交付対

象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。 

（交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、交付事業者がこの要綱の規定に違反し、又は虚偽の申

請その他不正な行為により交付金の交付を受けたときは、交付金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（実績報告） 

第１１条 交付事業者は、事業が完了したときは、事業完了後３０日以内

又は交付決定のあった年度の３月３１日までのいずれか早い日までに、

大田市特定地域づくり事業推進交付金実績報告書（様式第６号）に、次

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

事業区分 提出書類 

協同組合の創立に

係る事業 

(１) 支出予定額内訳書（支出済額内訳書） 

(２) その他市長が必要と認める書類 

特定地域づくり事

業 

(１) 交付金所要額調書（交付金事業実績調書） 

(２) 支出予定額内訳書（支出済額内訳書） 

(３) その他市長が必要と認める書類 

２ 第５条第２項ただし書に該当する交付事業者は、前項の実績報告書を

提出するに当たり、当該交付金の消費税等仕入控除税額が明らかになっ

た場合には、これを当該交付対象事業の交付対象経費から減額して提出

しなければならない。 

３ 第５条第２項ただし書に該当する交付事業者は、第１項の実績報告書

を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金

の仕入れに係る消費税等仕入控除税額が確定した場合（仕入控除額が０

円の場合を含む。）には、その金額（前項の規定により減額した交付事

業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を大田市特



 

定地域づくり事業推進交付金消費税仕入控除税額報告書（様式第７号）

により、速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければなら

ない。 

（交付金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内

容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定

し、大田市特定地域づくり事業推進交付金確定通知書（様式第８号）に

より、交付事業者に通知するものとする。 

（交付金の交付） 

第１３条 交付事業者は、前条の規定により交付金の額が確定し、交付金

の交付を受けようとするときは、大田市特定地域づくり事業推進交付金

交付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、第６条の規定による交付決定の通知後において、必要がある

と認めるときは、概算払により交付金を交付することができる。 

（是正のための措置） 

第１４条 市長は、報告を受けた交付対象事業の成果が交付金の決定内容

及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該交付対象事業に

ついて、これに適合させるための措置をとるべきことを交付事業者に対し

て命ずることができる。 

（交付金の返還） 

第１５条 市長は、第１０条の交付金の交付決定の取消しをした場合、既

に交付金を交付したとき、又は、第１２条の額の確定をしたときにおい

て、既に交付した額が確定した額を超えるときは、期限を定めて、その

返還を命ずるものとする。 

（財産処分の制限） 

第１６条 交付事業者は、対象経費により取得し、又は効用の増加した財

産（取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上の機械、器具、備

品その他の財産に限る。以下「取得財産等」という。）について交付金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に

供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

ただし、総務省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・郵政省・自

治省令第６号）第８条に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合

は、この限りでない。 



 

２ 交付事業者は、前項の承認を受けようとするときは、大田市特定地域

づくり事業推進交付金財産処分承認申請書（様式第１０号）を市長に提

出しなければならない。 

３ 交付事業者は、取得財産等を処分することにより収入があったときは、

交付された交付金の全部又は一部に相当する金額を市長に納入しなけれ

ばならない。 

４ 交付事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（様式第１

１号）を備え管理しなければならない。 

５ 交付事業者は、取得財産等があるときは、第１１条第１項の実績報告

書に前項の取得財産等管理台帳を添付しなければならない。 

（交付事業者の責務） 

第１７条 交付事業者は、交付対象事業に係る帳簿及び関係書類を、交付

対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から５年間保存してお

かなければならない。 

２ 交付事業者は、取得財産等について事業完了後においても善良な管理

者の注意をもって管理するとともに、交付金の目的に従ってその効率的

な運営を図らなければならない。 

（交付対象事業の検査） 

第１８条 市長は、第１１条第１項に定める報告を受けた後において、交

付金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付事業

者に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り、

帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることが

できる。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

附 則 

１ この告示は、令和４年１２月１９日から施行する。 

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

別表（第４条関係） 

交付対象事業 交付対象経費 交付金額 



 

協同組合の創立

に係る事業 

協同組合の創立総会開催日から、国が

交付する特定地域づくり事業推進交付

金の交付決定日の前日までに支払を完

了している次の経費（組合の運営に関

する経費） 

通信運搬費、光熱水料、公租公課、借

料及び損料、保険料、賃金、職員基本

給、職員特別給与、職員諸手当、社会

保険料、法定福利費、福利厚生費、職

員退職給与引当金、退職金掛金等 

交付対象経費

の全額又は 200

万円のうち、

いずれか少な

い額。 

協同組合の創立総会開催日から令和５

年３月３１日までに支払を完了してい

る次の経費 

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印

刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公

租公課、借料及び損料、保険料、諸謝

金、研修費、委託費、広告宣伝費、事

業設備費、雑役務費、事務所の施設改

修に要する経費等 

財産的基礎に係

る事業 

 特定地域づく

り事業の島根

県の認定基準

において定め

られた基準資

産を確保でき

る額。 

特定地

域づく

り事業 

派遣職

員人件

費 

交付対象事業の実施に必要な次に掲げ

る経費（期間を定めないで雇用する職

員に係るものに限り、一の派遣先事業

者における年間総労働時間の年間総労

働時間に占める割合が 0.8 を超える職

員に係るものを除く。）(注 1) 

対象経費の実

支出額に 2 分

の 1 を乗じて

得た額とし、

上限を派遣職

員 1 人当たり



 

職員基本給、職員特別給与、職員諸手

当、社会保険料、法定福利費、福利厚

生費、職員退職給与引当金、退職金掛

金 

200 万円とする

。ただし、当

該派遣職員（

出産休暇、育

児休暇、介護

休暇、傷病休

暇を取得した

ことにより、

年間総労働時

間が 0 になる

職員を除く。

）の稼働率が

0.8 未満の場合

は、上限額を

派遣職員 1 人

当たり 250 万

円に稼働率を

乗じて得た額

とする(注 2)。 

事務局

運営費 

交付対象事業の実施に必要な次に掲げ

る経費（ただし、事務局職員人件費に

ついては、当該事務局職員の人件費単

価に、協同組合の運営に従事した労働

時間数を乗じて得た額とする (注

3)。） 

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印

刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公

租公課、借料及び損料、保険料、諸謝

金、賃金、職員基本給、職員特別給

与、職員諸手当、社会保険料、法定福

利費、福利厚生費、職員退職給与引当

金、退職金掛金、研修費、訓練委託

対象経費の実

支出額に 2 分

の 1 を乗じて

得た額とし、

上限を 300 万

円とする。 



 

費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務

費 

(注 1) 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に

占める割合の計算方法 

当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間

総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値／当該派遣職員が１年

を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間 

(注 2) 当該派遣職員の稼働率の計算方法 

(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間－当該派遣職員の

派遣先における年間総残業時間)／((当該派遣職員の年間総労働時間

－当該派遣職員の年間総残業時間)＋当該派遣職員の年間総休業時間) 

※ 休業時間は、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合

の休業時間のことをいう。 

※ 年次有給休暇は、総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派

遣法において義務付けられている業務に従事した時間については、

総労働時間に含む。 

(注 3) 当該事務局職員の人件費の計算方法  

当該事務局職員の人件費単価×協同組合の運営に従事した労働時間

数 

※ 協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書に

おいて把握した時間数とする。 

 



 

様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

 

大田市長 様 

申請者  

住所  

団体名  

代表者氏名  

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金交付申請書 

 

  大田市特定地域づくり事業推進交付金に係る事業を実施したいので、これに要す

る経費として、大田市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱第５条の規定により、

関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付申請金額                  円 

 

２ 創立総会開催（予定）日       年  月  日 

 

３ 交付対象事業の完了予定日      年  月  日 

 

４ 添付書類 

 



 

様式第２号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

         様  

 

大田市長        印 

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった大田市特定地域づくり事業推進交付

金については、下記のとおり交付を決定したので、大田市特定地域づくり事業推進

交付金交付要綱第６条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 事業に要する経費             円 

 

２ 交付金額                 円 

 

３ 交付条件 

 



 

様式第３号（第７条関係） 

年  月  日 

 

大田市長 様 

申請者  

住所  

団体名  

代表者氏名  

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金変更交付申請書 

 

年  月  日付け  第  号をもって交付の決定を受けた標記交付

金について、下記のとおり交付金の変更の交付決定を受けたいので、大田市特定地

域づくり事業推進交付金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添えて提出しま

す。 

 

記 

 

１ 変更前交付決定額     金       円 

 

２ 変更後交付申請額     金       円 

 

３ 変更を受けようとする理由 

 

４ 関係書類 

 



 

様式第４号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

         様  

 

大田市長        □印  

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金変更交付決定通知書 

 

    年  月  日付け  第  号で交付決定した大田市特定地域づくり

事業推進交付金については、下記のとおり当該交付決定の額及び内容を変更しまし

たので、大田市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱第７条第２項の規定により

通知します。 

 

記 

 

１ 変更に係る交付金の額は次のとおりとする。 

 

 前回交付決定額  差引増減額  変更交付決定額  

交付金の額  円  円  円  

 



 

様式第５号（第８条関係） 

年  月  日 

 

大田市長 様 

申請者  

住所  

団体名  

代表者氏名  

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金交付事業遅延報告書 

 

  年  月  日付け  第  号をもって交付の決定を受けた大田市特

定地域づくり事業推進交付金について、事業が予定の期間内に完了し難くなったの

で、大田市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱第８条の規定により下記のとお

り報告します。 

 

記 

 

１ 遅延の理由 

 

 

２ 交付対象事業の施行の経過 

 

 

３ 交付対象事業完了予定日 

    年  月  日 

（変更前：    年  月  日） 

 



 

様式第６号（第１１条関係） 

年  月  日 

 

大田市長 様 

申請者  

住所  

団体名  

代表者氏名  

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金実績報告書 

 

    年  月  日付け  第  号により交付決定された大田市特定地域

づくり事業推進交付金について、大田市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱第

１１条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 交付金事業実績報告額             円 

 

２ 創立総会開催日          年  月  日 

 

３ 交付対象事業の完了日       年  月  日 

 

４ 添付書類 

 



 

様式第７号（第１１条関係） 

年  月  日 

 

大田市長 様 

申請者 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金消費税仕入控除税額報告書 

 

    年  月  日付け  第  号により交付決定された大田市特定地域づくり事業

推進交付金について、大田市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱第１１条第３項の規定に

基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 交付金確定額 

           円 

 

２ 交付金の額の確定時に減額した消費税等仕入控除税額 

           円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税等仕入控除税額 

           円 

 

４ 交付金返還相当額（３の金額から２の金額を減じて得た額） 

           円 

 

５ 添付書類 

記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資

料、特定収入の割合を確認できる資料） 

 



 

様式第８号（第１２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

         様  

 

 

大田市長        □印   

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金確定通知書 

 

    年  月  日付け  第  号で交付決定した大田市特定地域づくり

事業推進交付金については、大田市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱第１２

条の規定により、下記のとおり交付金の額を確定したので通知します。 

 

記 

 

１ . 交付決定額              円 

 

２ . 交付確定額              円 

 



 

様式第９号（第１３条関係） 

年  月  日 

 

大田市長 様 

申請者 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金（交付・概算払）請求書 

 

年  月  日付け  第  号により交付決定された大田市特定地域づくり事業推進

交付金について、大田市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱第１３条の規定により下記のとおり

請求します。 

 

記 

 

１．補助金請求額               円  

 

交 付 決 定 額  円 

交 付 確 定 額  円 

内

訳 

既 受 領 額 円 

未 受 領 額 円 

 

２．振込依頼口座 

金 融 機 関 名  

本 ・ 支 店 名  

口 座 の 種 類 普通 ・ 当座  (※どちらかに○をしてください。) 

口 座 番 号  

（ フ リ ガ ナ ）  

口 座 名 義 人  

 

 



 

様式第１０号（第１６条関係） 

年  月  日 

 

大田市長 様 

申請者 

住所 

団体名 

代表者氏名 

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金財産処分承認申請書 

 

大田市特定地域づくり事業推進交付金により取得した財産を下記のとおり処分したいので、

大田市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱第１６条第２項の規定に基づき、承認を申請し

ます。 

 

記 

 

１ 処分しようとする財産及び処分の理由 

(1) 財産の名称 

(2) 処分の方法（使用、譲渡、交換、貸付け又は担保の提供の別を記載すること。） 

(3) 金額 

(4) 取得年月日 

(5) 処分年月日 

(6) 処分の理由 

 

２ 相手方（住所、氏名、使用の目的及び条件） 

 



 

様式第１１号（第１６条関係） 

 

 

取得財産等管理台帳（  年度） 

 

財産 

名 

規格 数

量 

単価 

（円） 

金額 

（円） 

取得 

年月 

日 

耐用 

年数 

保管 

場所 

交付 

率 

備考 

          

          

          

          

          

計          

 

（注）１ 対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が１件当たり５

０万円以上のものとする。 

２ 財産名の区分には、（ア）事務用品備品、（イ）事業用備品、（ウ）書

籍、資料、（エ）無体財産権（工業所有権等）、（オ）その他の物件（不

動産及びその従物）のいずれかを記入する。 

３ 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。なお、単

価が異なる場合は、分割して記載すること。 

４ 取得年月日は、検収年月日を記載すること。 


